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1. 研究背景・目的 

日本の生産年齢人口が減少する中、外国人材の活躍が期待されており、外国人労働人口は 2023 年 10

月時点で 204 万人を超えた。現在及び将来の産業を支えるためには、外国人材の定着・定住が大きな課

題であり、日本政府は地域国際化推進の柱として「互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築き、地

域社会の構成員として共に生きる」という「多文化共生」のコンセプトを提示し、外国人材が地域社会に

浸透することを期待している。一方、外国人の増加に伴い受入社会が彼らを脅威と感じることで、排外意

識が高まるという指摘もある（永吉、2008）。これまでアンケート調査を通じて、外国人に対する受入社

会の意識調査が行われてきたが、そこでは外国人受入への「賛成」「反対」あるいは排外意識と関連する

ような質問項目が使用され、外国人への寛容さが評価されることが多かった。しかし実社会に即して考

えれば、外国人に対する意見は労働市場での競合関係や文化摩擦等、多様な要素から構成され、それらの

要因にも重要度の違いが存在すると考えられる。独立した質問への「賛成」「反対」を基に外国人に対す

る意識を推定する方法では、受入社会の多様な意見や各項目への重要度の違いを分析することは難しい。

このような問題に対応するため、本研究ではコンジョイント実験を実施し、外国人受入制度を構成する

各項目の重要度を推定した。なお、先行研究では、外国人割合が増加すると受入社会において排外意識が

高まるとの指摘がある一方で、外国人が集住する地区では、住居と工場の往復が主な生活様式となり、地

域住民との接触機会が限定されることで、外国人の存在が不可視化される（梶田ほか、2005）ことが知

られている。こうした先行研究の知見を踏まえ、対象地域における外国人の割合や就労分野の違いに基

づき地域住民の外国人受入制度への意識の違いを推定した。 

２．研究方法 

 調査方法は、2022 年 11 月末から 2023 年 1 月初旬まで、外国人の人口規模が多い大都市圏（上位６

県：東京都、愛知県、大阪府、神奈川県、埼玉県、千葉県）及び栃木県の日本国籍者を対象にオンライン

でサーベイ調査を実施した。栃木県の在留外国人割合は 2.35%（2022 年）であり、全国平均 2.37％と同

水準であることから大都市圏の都府県と比較するのに適切な対象となる。サンプルサイズはそれぞれ 492、

442 である。サーベイ調査に組み込まれたコンジョイント実験では、外国人受入制度として、9 つの属性

（年齢、帯同家族、滞在期間、教育水準、国籍、人数、職業、宗教、居住地）に対し、制限の「あり」「な

し」の 2 水準からなるプロファイルを設定した。同コンジョイント実験により、外国人受入制度を構成

する多様な要素への賛否とその重要度の違いを推定する。先行研究では、地域社会における外国人割合



が地域住民の排外意識形成に正の効果を持つと指摘されることがある。また外国人割合だけではなく、

外国人の就労状況、たとえばコンビニでなど可視的な産業に多く就労する場合と工場など外部との接触

機会が少ない産業に多く就労する場合では、当該社会における外国人の認知度・接触度が異なるため、排

外意識の形成に影響を与えることが想定される。これらを検証するため、収集したサーベイ調査データ

に対象都府県の外国人人口比率と産業別外国人就労人口比率を組みあわせた。このデータセットを用い

て、あるべき外国人受入制度の選択を従属変数、上記９項目の属性を説明変数とし、都府県ダミー及び各

都府県の外国人人口比率、産業別外国人就労人口比率を説明変数との交差項とする回帰分析を実施した。 

３．結果・考察  

 大都市圏と栃木県を比較すると、栃木県では多くの外国人受入制度の項目で大都市圏よりも負の効果

を示し、外国人受入に対し寛容さを持つことが明らかとなった。特に外国人に対する排外意識と密接に

関係すると考えられる「外国人の居住地制限」が「あり」に設定されると、当該制度が選択される可能性

が 3％低下することが確認された。この原因が栃木県の外国人人口比率が小さいことにあるのか確認する

ため、各都府県の外国人人口比率を外国人受入制度の 9 項目全てに交差項として投入した結果、外国人

人口比率が小さいほど「あり」に設定された「外国人の居住地制限」の効果は、負に移行することが確認

されたが、統計的に有意な効果は確認されなかった。 

次に対象都府県の産業別外国人就労人口比率を参照し、「卸売業、小売業」と「宿泊業・飲食サービス

業」に従事する割合を合算して「可視化されている外国人労働割合」変数を作成し、この変数と外国人受

入制度の９項目との交差項を投入した。「可視化」が高い東京都や神奈川県では、「居住地制限」の選択に

効果を持たないが、「可視化」が低い愛知県と栃木県では「居住地制限」が負の効果を持つことが確認さ

れた（それぞれ-8.5%と-3.3%）。上記の分析結果から、外国人人口規模にかかわらず、小売業や飲食業な

どサービス業に従事する外国人割合が低い場合、外国人が不可視化され受入社会が彼らと接触する機会

が低下するため、「居住地制限」しない制度が支持される傾向にあると考えられる。今回の調査では、外

国人と地域住民の共生の在り方に関連する「居住地制限」の選好は、外国人の可視化／不可視化の違いで

説明できることが明らかとなった。 
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